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 旧一般電気事業者と新電力のベースロード電源へのアクセス環境のイコールフィッティング
を図り、更なる小売競争の活性化を図る仕組みとしてベースロード市場（以下「BL市
場」という。）を創設し、2019年7月よりJEPXにおいてオークションが開始された。

 前回の本部会では、2020年度のオークション取引結果について報告したが、引き続き
制度の改善を求める声（例：翌期の契約交渉が本格化する1~2月頃にオークションを
開催して欲しい）も上がっており、また、今冬の電力需給ひっ迫の検証を踏まえた「ヘッジ
市場の活性化」の短期対策として、利便性の向上が求められている。

 そのため、今回、改めて2019年度および2020年度のオークション結果を総括し、BL市
場の活性化に向けた検討課題について整理を行うとともに、具体的な対応について整理
を行ったので、ご議論いただきたい。

はじめに





ベースロード市場 先渡市場

特徴 新電力によるBL電源へのアクセスを容易にすることを目的とし、BL電源
（石炭火力・大型水力・原子力・地熱）の電気の供出を制度的に求め、
新電力が年間固定価格で購入可能

商品ごとに実需給の3年前（年間商品）から3日前（週間商品）まで
取引が可能であり、小売電気事業者が中長期的に必要な供給力を固定
価格で購入可能

創設時期 2019年7月 2009年4月※

市場管理者 日本卸電力取引所（JEPX） 日本卸電力取引所（JEPX）

主な取引主体 ・売入札：旧一般電気事業者、電源開発（新電力の売入札も制限さ
れていない）

・買入札：新電力（旧一般電気事業者の自エリアが含まれる市場以外
での買入札も制限されていない）

・小売電気事業者、発電事業者

取引商品 ・燃調等のオプションを具備しない受渡期間1年の商品（受渡し開始は
オークションの翌年4月）

・年間商品（受渡期間が1年間のもの）
・月間商品（受渡期間が1か月のもの）
・週間商品（受渡期間が1週間のもの）
※年間商品は24時間型のみであり、月間・週間商品は24時間型、昼間
型（平日の8時～18時）が存在。

取引方法 ・シングルプライスオークション
・受渡し年度の前年度に、年3回（7月、9月、11月）オークションを開催

・ザラバ方式
・毎営業日に開催

受渡方法 スポット取引を通じて受渡し スポット取引を通じて受渡し

市場範囲 ①北海道エリア、②東北・東京エリア、③西エリアの3市場 ①東日本（北海道、東北、東京）、②西日本（中部、北陸、関西、中
国、四国、九州））の2市場

取引単位 100kW 30分単位で500kWh

取引手数料 ・売買ともに約定した入札1件あたり10,000円（税別） ・受渡期間が年間のものは、売買ともに約定した入札1件あたり10,000
円（税別）
・受渡期間が月間、週間のものは、売買ともに約定した入札1件あたり
1,000円（税別）

預託金 受け渡しが完了していない商品の買い代金に0.03を乗じた額 先渡取引の商品基準時差額の合計額

2019年度
売買実績

46.8億kWh（需要量の0.56％） 0.5億kWｈ（需要量の0.005％）

（参考）BL市場と先渡市場の比較

4
※先渡定型取引としては、2005年4月2日より実施。
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１．ベースロード市場の現状
２．ベースロード市場の活性化に向けた対策
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取引結果総括
 2019年度は、売り入札量1,863.4億kＷhに対し、買い入札量は647.1億kWhと、
約34.7%の入札割合であった。そのうち約定量は46.8億kＷhと買い入札量の約7.２%で
あった。

 他方、2020年度は、売り入札量2,017.9億kＷhに対し、買い入札量は559.0億KWhと、
約27.7%の入札割合であった。そのうち約定量は29.1億kＷhと買い入札量の約5.2%であり、
前年度と比較して低下している。

 約定価格については、両年度の全エリアにて、取引前年度のエリアプライスを下回っているにも関わ
らず、約定は一部にとどまっている。加えて、2020年度の約定価格は前年度と比較しても安値で
取引されている。

エリア
2019年度取引（2020年度受渡し） 2020年度取引（2021年度受渡し）

売り入札量
(億kWh)

買い入札量
(億kWh)

約定量
(億kWh)

約定価格※

(円/kWh)
売り入札量
(億kWh)

買い入札量
(億kWh)

約定量
(億kWh)

約定価格※

(円/kWh)
北海道 62.3 26.2 2.4 12.43 80.8 20.4 1.0 8.92

東日本 898.9 358.7 27.0 9.71 944.9 318.6 9.4 7.50

西日本 902.1 262.2 17.3 8.62 992.2 220.0 18.6 6.22

総計 1,863.4 647.1 46.8 － 2,017.9 559.0 29.1 －

オークション実績

 (参考) 年間平均スポット価格 ※約定価格は、各回の約定量と約定価格から、年間の加重平均価格を算出

エリア 基準エリアの2018年度エリアプライス(円/kWh） 基準エリアの2019年度エリアプライス(円/kWh）

北海道 15.03 10.73

東日本 10.68 9.12

西日本 8.88 7.17
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入札量および約定量
 2020年度オークションは、売り入札量2,017.9億kWhと、前年度比で約8.２％増加に対し、
買い入札量は559.0億kWhと前年度比で約1３.6％減少している。

 他方、2020年度の約定量は29.1億kWh（買い入札量の約5.2%）と、前年度の46.8億
kWh（買い入札量の約7.2%）と低調な結果であった。

 このため、今後、買い入札量そのものを増やしていくとともに、どのように約定につながる入札量を
増加させるかも課題。

取引結果 2019年度 2020年度

買い入札量 647.1 559.0
約定量 46.8 29.1

 買い入札量、約定量（単位：億kWh）

取引結果 2019年度 2020年度

売り入札量 1,863.4 2,017.9

 売り入札量 （単位：億kWh）



入札価格
 2019年度、2020年度の入札価格は、両年度ともに、比較的分散した価格帯にて入札されてお

り、回数を重ねるにつれ、売り/買いの価格水準の乖離が縮小する傾向が見られる。
 このため、今後、この価格差をいかに縮めていくかが課題となる。

 その点、2020年度取引の価格差が回数を重ねると縮小する傾向を踏まえると、仮に第4回オーク
ションを開催した場合、この価格差がさらに縮小し、一定程度の約定量が期待できるとも考えら
れる。

 なお、第55回制度設計専門会合(2021年2月5日)では、買手がヘッジに向けた意識を高めて
いくことが重要と示されており、BL市場の利用拡大が進むよう、政策的な取り組みも必要である。

<< BL市場における入札価格の分布イメージ >>
 2019年度取引  2020年度取引

出所：「 ベースロード市場の監視結果について」(令和元年12月9日 電力・ガス取引監視等委員会)より(一部更新) 10出所：「2021年度分ベースロード取引市場(第3回オークション)に係る監視結果について」
(令和2年12月21日 電力・ガス取引監視等委員会)より（一部更新)









 第31回電力・ガス基本政策小委員会(2021年3月10日)において、今冬の電力需給・卸電力
市場動向の検証を踏まえた対応の方向性(案)として、「ヘッジ市場の活性化」が改めて示された。

 その中では、BL市場含めたヘッジ市場全体の活性化に向けては、先渡市場などのヘッジ手段と一
体となって、利用拡大に向けた更なる検討が必要と整理されており、BL市場について、需給ひっ迫
を受け、次回オークションまでに速やかに適用可能な、短期視点での対策も求められている。

 前述のBL市場の現状や事業者からの意見も踏まえると、例えば、次のような課題が考えられるので
はないか。

BL市場の検討課題

オークション日程が買手の
小売活動時期に合わない

 現在のオークション日程は、BL市場の主たる供出事業者となる旧一般電気事業者の翌年度に向けた
供給計画策定時期（11月末）等を軸に組み立てられているが、買い入札事業者の販売活動等に
合わず、その結果、入札行動に結びつかないことが考えられる。

 BL市場では、買い代金に対し一律3％の預託金が発生する。また、その預託金の支払が約定直後に
発生し、拘束期間が最長21ヶ月となることもあり、それが買い手の負担となり、応札行動の足かせに
なっていることが考えられる。

14

主な課題 内容

売買ニーズの
不一致 価格

 将来の需給状況や卸電力市場の動向を考慮し、また期間中の燃料費の変動など様々なリスクが盛り
込まれるため、売り入札価格が高く、買い入札価格は安くなる傾向にあり、売買入札価格に乖離が生
じている。

預託金の負担が大きい

事業者の価格
固定ニーズが
乏しい

売手事業者

買手事業者

 売手事業者にとっては、燃料費の変動やエリア間値差リスク等により一年物商品としての価格固定ニー
ズが乏しく、一定量以上約定することが逆にリスク要因となっているか。

 買手事業者にとっては、相対契約や、価格の安いタイミングでスポット市場から都度購入することの方が、
有益と考えられている場合もあり、一年間、価格固定で購入することのニーズが乏しいのではないか。
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（参考）監視等委員会によるヒアリング結果

（出所）第47回制度検討作業部会（2021年3月1日）参考資料より
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１．ベースロード市場の現状
２．ベースロード市場の活性化に向けた対策



 前述の課題を踏まえ、短期的な対策として、次のような論点が考えられるのではないか。

BL市場の活性化に向けた論点

18

主な課題 詳細

［論点1］
市場開設時期

 買手事業者のニーズに対し、当該事業者の販売活動時期等を
踏まえ、オークション日程の見直しや回数の追加、その取引環
境をどのように組み立てるか。 等

［論点2］
預託金水準

 BL市場では、買い代金に対し一律3％の預託金が発生するが、
そのことが買い入札事業者の負担となっているとの指摘もあり、
どのような水準が望ましいか。 等

オークション日程が買手の
小売活動時期に合わない

売買ニーズの不一致

預託金の負担が大きい

事業者の
価格固定ニーズが乏しい

 上記、オークション日程の見直しや回数の追加により、一定改
善が期待される。

 BL市場は非対称規制であり、制度検討当初から、「小売の競
争環境が一定程度進展」し、「卸市場が機能し競争が十分に
活性化された段階」では、「終了することが望ましい」といったこと
も整理しており、その必要性と市場環境を取り巻く状況をよく
みながら、今後検討を進めることとしたい。
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ベースロード市場ガイドラインの修正（案）
 「ベースロード市場ガイドライン」では、市場への供出量や購入可能量の算定式等、BL市場の適切

な運営を目指すための指針が示されている。
 仮に、論点1の制度見直しに対し、当該ガイドラインを修正するとした場合は、以下の内容にて対

応を進めてはどうか。

２．考え方
（１）ベースロード市場の概要
（略）
このとき、前日スポット市場の価格とベースロード市場の約定価格との値差につ
いては、卸電力取引所において清算が行われることになる。
（略）

（２）大規模発電事業者によるベースロード市場への投入電力量
大規模発電事業者がベースロード市場に投入する量は、本項の算定式に従っ
て資源エネルギー庁が算定した量を下回らないこととする。
（略）

（５）ベースロード市場の透明性
（略）

（a）ベースロード市場の受渡年度の前年度
オークション終了後に、供出量について、大規模発電事業者を対

象として、必要に応じて適切な量を供出していることを確認する。

２．考え方
（１）ベースロード市場の概要
（略）
このとき、前日スポット市場の価格とベースロード市場の約定価格との値差につ
いては、卸電力取引所において清算が行われることになる。
また、ベースロード市場での取引は、原則として受渡年度の前年度の7月，9
月，11月、1月に実施し、１月の開催回では、大規模発電事業者のベース
ロード市場への参加は任意とする。
（略）

（２）大規模発電事業者によるベースロード市場への投入電力量
大規模発電事業者がベースロード市場に投入する量は、本項の算定式に従っ
て資源エネルギー庁が算定した量を下回らないこととする。ただし、大規模発電
事業者のベースロード市場への参加が任意の開催回の場合はこの限りではな
い。
（略）

（５）ベースロード市場の透明性
（略）

（a）ベースロード市場の受渡年度の前年度
オークション終了後（大規模発電事業者の参加が任意の開催回を

除く。）に、供出量について、大規模発電事業者を対
象として、必要に応じて適切な量を供出していることを確認する。

［ 修正 ］［ 現行 ］

※下線 = 修正箇所




